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「地下水の未来を共につくっていくための施策」

愛媛県西条市
吉本聡使
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西条市地下水資源調査概要
平成８～１１年度（旧西条市）

１．水理地質構造の解析

２．水収支の解析

３．地下水賦存量の解析

４．自噴機構の解明

５．地下水開発可能量の解析

【目的】

旧西条市の地下水帯水層の位置と規模、
地下水の涵養・流動・貯留量・開発可能
量、水収支等を明確にする。

調査費：７１，８５６千円

平成１９～２２年度（新西条市）

【目的】

新西条市全域において水文分野、水質
分野など、多くの分野・項目について幅
広く調査を行い、帯水層に流れている地
下水の流動、涵養されたエリアや年代の
解析、水質の諸問題を把握する。

また、地下水を市民共有の財産と位置
付けた保全策の基礎資料とする。

調査費：１１５，２８０千円

１．水理地質構造の解析

２．水収支の解析・モデル作成

３．帯水層のポテンシャル分布解析

４．涵養域の特定解明と地下水流動解析

５．塩水化・硝酸塩汚染等水質の諸問題の
把握

調査費合計：１８７，１３６千円

市町合併 平成16年11月1日
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周桑平野 自噴域
長さ:約7.6km
幅：0.9～1.6km

西条平野 自噴域
長さ:約5.6km
幅：0.4～2.2km
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（１）潜在化する問題 （将来的なリスク）
（２）顕在化する問題 （喫緊の課題）

西条市における地下水問題

＜地下水の保全・管理の方向性＞
（１）健全な水循環の保全（将来的なリスクへの対応）
（２）『地域公水』の概念

西条市地下水保全管理計画

（１）地下水利用のルールを規範化
（２）「地域公水」の理念
（３）対象地域を市内全域に拡大
（４）水量・水質保全に関する規制内容の見直し

地下水の保全に関する条例の改正

西条市地下水保全協議会の設置

地下水の未来づくりに関係者が取り組む場づくり
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(1)条例の適用地域を旧西条市域から市全域に拡大
(2)地域公水（新規）
(3)地下水採取
(4)規制対象事業
(5)有害物質使用事業場
(6)地下工事
(7)育水（新規）
(8)地下水等の汚染時（新規）
(9)罰則

新たな地下水保全条例（案）
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新たな地下水保全条例（案）
(2) 地域公水（新規）

【「地域公水」の考え】

・地下水は市民共有の財産であり、全ての市民が利用

できる環境を確保し、また、保全していくためには、

公共的機関の介在が必要である。

・自治体が、「条例」により地下水利用ルールを規範化

し、管理している地下水資源を「地域公水」として捉

える。

・自治体は「地域公水」の管理者として、市民に対する

生活用水の供給確保や地下水保全の責務、また、各種

利水の調整、配分決定などの権限を有する。

・地下水を利用する者は、その受益に対して、地下水保

全に協力する責務を負う。
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新たな地下水保全条例（案）
(3) 地下水採取

次の井戸を設置する場合、周辺地下水の影響調査を実施
し、市長との事前協議が必要となります。

市長は、地下水採取の可否を判断します。

「採取可」と判断された場合は、水量測定器を設置し、
地下水の採取量を記録するとともに、定期的に報告してい
ただきます。

○ 揚水機の吐出口の断面積が２１㎠以上の井戸

○ 採取量が１００㎥/日以上の井戸（新規）
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新たな地下水保全条例（案）
(4) 規制対象事業

次の事業に係る事業場を設置する場合、市長への事前協議が必要
となります。

市長は、事業実施の可否を判断します。

事前協議を要する地域については、現行条例の水源保護地域から
市全域に拡大します。

○ 一般廃棄物処分業及び産業廃棄物処分業

○ ゴルフ場を営む事業

○ 砕石業

○ 砂利採取業

○ 生コンクリート又はセメント製品製造業

○ 石油精製業（潤滑油再生業を含む。）

○ 有機化学工業製品製造業

○ その他地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼす

おそれのある事業
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新たな地下水保全条例（案）
(5) 有害物質使用事業場

有害物質を製造、使用等する事業場を設置する場合、市
長への届出が必要です。
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有害物質

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物（パラチオン、メチル
パラチオン、メチルジメトン、EPNに限る。）、鉛及びその化合物、六価クロム化合

物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、ＰＣＢ、
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジク
ロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、
1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカル

ブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその
化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物、ク
ロロエチレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類



新たな地下水保全条例（案）
(6) 地下工事

地下５メートルを超える工事（杭、コンクリート構造物
等を設置する工事など）が地下水の水質又は水量に影響を
及ぼすおそれがある場合、水質検査又は水量調査が必要と
なります。ただし、地質調査のためのボーリング、地下水
を採取するために管を打ち込む工事、打込式消火栓は除き
ます。

（水量調査は、新規）
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地下水を採取するために管を打ち込む工事 →

（打ち抜き工事）



新たな地下水保全条例（案）
(7) 育水（新規）

【育水】

うちぬき文化を継承し、健全な水循環の理念の下に地下
水を量及び質の両面で育てながら使う持続可能な地下水利
用の考え方をいう。

【うちぬき文化】

古くから本市の人々によって育まれてきたうちぬきその
他の地下水と人、産業及び環境との関わりをいう。
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新たな地下水保全条例（案）
(8) 地下水等の汚染時（新規）

土壌、地質及び地下水汚染時の対応及び責任の所在を明
確にし、地下水汚染の未然防止及び浄化に繋げます。

汚染時における調査や汚染物質の除去等は、原因者が対
応することが原則です。
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新たな地下水保全条例（案）
(9) 罰則

１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

○ 規制事業場設置中止命令、原状回復命令等に違反した者

５０万円以下の罰金

○ 周辺地下水に影響を及ぼしたにもかかわらず、必要な措置

命令に違反した者

○ 基準に適合しない排水について、必要な措置命令に違反し

た者

○ 有害物質が地下水を汚染しないための措置命令に違反した者

○ 地下工事の一時停止命令に違反した者

○ 地下水の水質を維持するために必要な措置の実施命令に違反

した者 など
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既存の関連組織
西条市地下水利用対策協議会
道前平野地下水資源調査研究委員会
地下水法システム研究会
西条市加茂川水系水利委員会
西条市渇水対策協議会

助言

市民共有の財産である地下水の未来を共につくっていく

外部機関
国
愛媛県
学校、大学・研究機関

西条市地下水保全協議会のイメージ

市民
協議会市民

メンバー

行政
協議会

事務局

農林水産関
係団体
土地改良区、

農協、森林組

合、内水面漁

協

企業、商工
関係団体
地下水利用企

業、商工会議

所

外部専門家

対等な立場で話し合い、

合意形成
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水循環基本法一部改正（令和３年６月）

１． 責務に関する規定の整備

国及び地方公共団体の責務において、水循環に関する施策に「地下水の適正な

保全及び利用に関する施策」が含まれることが明らかにされるとともに、事業

者及び国民の責務に当該施策への協力が含まれることが明らかにされました。

２． 地下水の適正な保全及び利用に関する規定の追加

水循環に関する基本的施策として、地下水の適正な保全及び利用の規定が追加

され、その内容として、国及び地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用

を図るため、地域の実情に応じ、①地下水に関する観測又は調査による情報の収

集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、②地下水の適正な保全及び利用

に関する協議を行う組織の設置、 ③地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずる

よう努めることとされました。

③の留意事項

地方公共団体は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、

法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限そ

の他の必要な制限をすることが可能であり、衆議院及び参議院の決議においても、

その旨の周知が求められているところです。
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①地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに
当該情報の整理、分析、公表及び保存
→ 地下水の水質調査・水量観測 ⇒ 地下水年報（毎年）

地下水資源調査（平成8～11年度、平成19～22年度）

②地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置
→ 西条市地下水保全協議会（平成30年11月設置）

③地下水の採取の制限等の必要な措置を講ずる
→ 西條市地下水の保全に関する条例（平成16年4月制定）を改正

⇒ 新条例（令和5年4月制定予定）
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水循環基本法一部改正（令和３年６月）
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ご清聴ありがとうございました。
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